
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書
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該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。
「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基箪である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の堂又は原単位の数値の平均をいいます。

「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。

□新規□恋甫
（宛先）京都府知事 二ＰｍＪ/ｉＴｉｊｆＬ二二平戎：ヱエ年月 ②句■

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）
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京田辺市廿南備台１丁目、-３

01 氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
くい'1株式会社椿本チlエイブンｌｒＷＷ二口~～（。
;代表取締役社長Ｊ７長/可j勇二

電話０６…-6441-1÷0011

主たる業種 動力伝！

-06 

篦装置製造業
細分類番号 2１ 51；て３１ １ 

事業者の区分

;；｡2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則釦2条第１項第２号又は第３号

篇｡2条第１項第４号

計画期間 ÷;二つ｡!;平成２３年J上４月から平成２６年iﾊﾄ８月まで■し亦三
ﾛP 

基本方針事業活動くllh製品諒トサ?常ビ【スががかわ1る環境斜の影響を認識し、i）1地球環境保全の視:点からリーデイ|シグの|カンパ
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二一とiして創造性をもって環境負荷低減に取り組みますい(つばきグループ環境基本方針jによる）/ＬＬﾘ;｣■

計画を推進するた
めの体制

京田辺ユニツ
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ﾄﾞ環境管理委員会を核とじて､r工3ケ年計画及び年度計画
j１，，, 

を策定しぃそ,の進歩及びフォローを行

温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量

事業活動に伴
￣ 

つ 排出の量

|評価の対象となる排出の量

目標の根拠

基準年度

(22）年度
第１年度

(23）二年度
第２年度

(24)i:i年度
第３年度

(25);年度
増減率

15016562Ａトン 16,041 ５トン 17,004.1i二トン 186024.2ノトン 12.3パーセント

15,:16582111トン l6jp41 ５バトン 1７ 004;ｉｎ：トン 18Ｊ024.2トン 12.3パーセント

･生産金額の目標を毎年１i０％程度を
てもＣＯ２の増加となる5ｔ

見込ﾊﾞﾝでおり、省エネ活動を実施し

原単位当たりの温
室効果ガス排出量
等

事業の用に供す
る建築物の用途 原単位の指標

事業活動に伴う排出の基

:i（!i生産金額（実勢)l)？
事業活動に伴う排出の量

（） 

原単位の指標及び目標の根拠

基準年度
(22)l-ii１年度

第１年度
(23）年度

第２年度

(24)〕年度
第３年度
(25）年度

増減率

9.000 １１二!:/1１８．８００
● 

８ 480 {!:８．１７０ －５．５６パーセント

9.00 8．８０ 8．４８ 8．１７ -5.56パーセント

･多品種製品を製造しているため重量等の指標iでは変動が大きく一番安定
している生産金額を指標iどした｡

重点的に実施する取組の実施計画

基準年度

(22);if年度

62.0Jﾑﾀﾞと
パー

セント

第１年度
(23）年度

9250 
パー

セント

第２年度
(24)iI＃年度

11260 
二：_子''《-

二丁セント

第３年度
(25J年度

11680ｺ口彊’7

備考

具体的な取組及び
措置の内容

iiliil,’ !(il21i3H） 1111 年LliiTl度'１ iii??. 
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１１，，，。 (r2i51ll） 年ｉｆ,度

,ｌｉＬ(身近な節+電対策の実施及び省エネ意識の啓已蒙iｌ 'ＩＩＰ 

･己省エネ設備への更新及び更新計画の確立
、

● 自 ネルギミーiの導入及び省エネ器具へのI転換Ｉ

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置

Ｑ● 

措置の内容

上記の措置を採用する理由

d私有自動車通勤を許可制とする｡丁ご(臨時の場合も同等）
’’'１． 

1J鏑L雪嵐愛害堯生雲菌ａｌｌ鴎口上■乙■だあいＪ１■ＴＪＴ－民ｒ

森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その
他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室
効果ガスの吸収効果分の購入によるもの

合計

第１年度

(23)■年度〔｛

トン

トン
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トン

0.0トン
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第２年度

(24）年度 =◆ＩＩＩｆ? 

トン

:～１１トン

トン

トン

トン

0.0トン

第３年度

(25)/年度

ﾄン

ﾄン

(トン

ﾄン
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0.0トン

備考

地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

壜ロ長岡京市環境フＬＩエアに協賛
｡従業者へのエ。 ドライニプ推進の啓蒙
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特記事項

P)十基準年度Ｉを平成２２年度とした理由｝(リーマンⅡショックによる生産量の激減による）
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